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令和８年度 

償却資産（固定資産税）申告の手引 

 

小牧市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

償却資産についての問い合わせ・提出は 

 〒４８５－８６５０ 小牧市堀の内三丁目１番地 

  小牧市役所 総務部 資産税課  

償却資産係（本庁舎２階５番窓口） 

  開庁時間  午前９時～午後４時 

   代表電話（０５６８）７２－２１０１ 内線４１２０・４１２１ 

   直通電話（０５６８）７６－１１１５ 

 

 郵送により申告する場合で、償却資産申告書の控え（受付印押印済）の返送が

必要な場合は、必ず切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。 

 

 申告書を郵送で提出される場合は、手引の最後にある宛て先のラベルをご利用

ください。 

 

 白紙の償却資産申告書・種類別明細書は小牧市ホームページよりダウンロード

してください（ページＩＤ：５２４０）。

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shisanzei/3/5240.html 

 

申告の際のお願い 

償却資産の申告期限は 

令和８年２月２日(月) 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shisanzei/3/5240.html
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１. 償却資産の申告  

(１)  申告していただく方 

令和８年１月１日（賦課期日）現在、小牧市内に償却資産を所有している方。 

 

＜償却資産とは＞ 

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は、減価償却費が法

人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その

取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの（これに類する資産で法人税又は所

得税を課されない者が所有するものを含みます）をいいます（地方税法第３４１条第４号＜固定資産

税に関する用語の意義＞）。 

償却資産の所有者は、地方税法第３８３条の規定により、毎年１月３１日までに１月１日（賦課期

日）現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務

があります。 

 

(２)  提出していただく書類 

１．償却資産申告書 

２．種類別明細書 

 

新たに申告される方 令和８年１月１日に所有しているすべての資産を記載して提出してください。 

 

前年度申告された方 令和７年１月２日から令和８年１月１日までの間に増加・減少があった資産を 

加除修正して提出してください。 

前年の申告を電子申告で行った方については、小牧市から事前の書類の送付は行いません。引き続

き電子申告のご利用をお願いします。 

前年に郵送や窓口で紙の申告書を提出された方には、事前に申告書様式をお送りしますので、変更

内容を書き加えたものを提出してください。 

 

なお、前年の課税標準額の合計が免税点（１５０万円）未満、かつ前年に紙の申告書を提出された

方には、１１月頃に照会はがき（往復はがき）をお送りします。内容をご確認の上、必要な場合は、

はがきの返送をお願いします。 

 

白紙の申告書のダウンロード及び、記入例について 

 

ホームページに償却資産申告書と種類別明細書の様式及び、記入例を掲載しています。 

 

▶ 償却資産申告書及び種類別明細書のダウンロードはこちら（小牧市ＨＰ、ページＩＤ：５２４０） 

  https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shisanzei/3/5240.html 

 

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shisanzei/3/5240.html


3 

 

(３)  提出方法 

① 書類（紙）で提出される場合 

小牧市役所資産税課へ持参、又は郵送でお願いします（用紙は折り曲げ可）。 

償却資産申告書と種類別明細書をご提出ください。 

 

郵送される方で控えに受付印を必要とされる場合 

返信用封筒（切手貼付・宛名記入）を同封してください。 

（受付印が不要な方は控え及び返信用封筒を同封していただく必要はありません。） 

 

※独自の様式を利用して申告をされる方で、増加資産明細書、減少資産明細書を作成されて 

いる場合は、申告書と併せて提出をお願いいたします。 

 

② 電子申告（eLTAX）を利用される場合 

電子申告を行う場合は、事前の手続きが必要となります。電子申告の利用方法については地

方税共同機構へお問い合わせください。 

地方税共同機構 ヘルプデスク 電話 0570-081459（つながらない場合 03-5521-0019） 

ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp 

 

２. 償却資産の範囲  

(１)  償却資産の種類 

課税の対象となる償却資産を、固定資産税上の資産の種類に分類すると次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定付帯設備の詳細は６ページ参照 

https://www.eltax.lta.go.jp/
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(２) 申告の対象となる資産 

固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固

定資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又

は必要な経費に算入されるものをいいます。 

なお、次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。 

① 簿外資産（会社の帳簿に記載されていない資産） 

② 償却済資産（減価償却を終えた資産） 

③ 遊休資産（稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産） 

④ 未稼働資産（すでに完成しているが、未だ稼働していない資産） 

⑤ 建設仮勘定で経理中の資産で令和８年１月１日にその全部又は一部を事業の用に供している

資産 

⑥ 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業のために使用されている資産 

⑦ 改良費（新たに資産を取得したものとみなす。本体とは別資産として申告が必要） 

⑧ 中小企業者等の少額資産特例を適用して損金算入する資産 

⑨ 決算期以後１月１日までの間に取得された資産でまだ固定資産勘定に計上されていない資産 

 

(３)  申告の必要のないもの 

① 家屋として固定資産税の対象となるもの（５ページ参照） 

② 自動車税、軽自動車税の対象となるもの 

③ 無形減価償却資産（例：特許権、営業権、ソフトウェア） 

④ 耐用年数１年未満の資産 

⑤ 取得価格が１０万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの 

⑥ 取得価格が２０万円未満の資産で、法人税法等の規定により３年間で一括して均等償却する

もの 

※ ⑤⑥の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは 

課税の対象となります。 

＜参考＞ 取得価額による国税と固定資産税の取扱いの違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得価額 国税の取扱い 固定資産税（償却資産）の取扱い

10万円未満 必要経費 申告対象外

3年間一括償却 申告対象外

減価償却 申告対象

20万円以上 減価償却 申告対象

損金一括算入 申告対象外

3年間一括償却 申告対象外

減価償却 申告対象

3年間一括償却 申告対象外

減価償却 申告対象

20万円以上 減価償却 申告対象

10万円以上

20万円未満

個

人

の

場

合

10万円以上

20万円未満

10万円未満法

人

の

場

合
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３． 固定資産税における家屋と償却資産について  

固定資産税における家屋とは、「耐久性のある屋根及び周壁又はこれに類するものにより外界から遮

断された一定空間を有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあ

るもの」をいいます。 

したがって、税務会計上、建物及び建物附属設備として区分され得るものであっても、固定資産上、

構築物などに該当する場合があります。主なものを例示しますと次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の種類 分類 償却資産とする主なもの 家屋に含める主なもの

動力配線設備

特定の生産又は業務用の動力配線設備一式
※通常の家屋に設置される動力配線設備は家屋評価に

　　含まれますが、生産、加工のために必要とされる設備は

　　償却資産として取り扱います

動力配線設備一式

　動力分電盤、動力操作盤、手元開閉器

　金属ダクト、配線、プルボックス

幹線設備 高圧幹線設備一式
低圧幹線設備一式

(配電盤から分電盤等までの配線・配管)

電力引込工事 設備一式

中央監視装置
装置一式

　監視盤・センサー、配管・配線

受変電設備

受変電設備一式

　受電盤、計器類、保護装置、変圧器、

　フィーダ盤、蓄電器、配電盤、配線・配管

電話設備

電話機

交換機

電源装置

　蓄電池、充電器

携帯電話・PHS用アンテナ設備

電話配線設備

　端子盤、配管・配線、プルボックス、ボックス類

　ケーブルラック

予備電源設備

発電機設備一式

蓄電池設備一式

無停電電源設備（UPS）

太陽光発電設備
発電設備一式

パワーコンディショナー、保護回路、配線・配管、架台

屋根材一体型ソーラーパネル

電灯設備
屋外の照明設備

避難口誘導灯、投光器、スポットライト

電灯コンセント配線設備

屋内の照明設備

LAN設備
設備一式

　LANボード、サーバー、ハブ・ルーター、ケーブル

給水設備

水道引込設備（水道メーターから外側の水道本管等）

特定の生産又は業務用の給水設備

　工業用水、地下水の給水設備など生産、加工に必要とされる

　設備は屋内であっても償却資産として取り扱います

水質改良等のための機器類

給水塔

その他屋外の給水設備（洗車用等）

屋内の給水設備

　配管、高架水槽、バルブ、ポンプ、ボールタップ

　カラン（水栓）、受水槽・受水タンク

排水設備

屋外の排水設備

特定の生産又は業務用の排水設備
　工業用水、地下水の排水設備など生産、加工に必要とされる

　設備は屋内であっても償却資産として取り扱います

屋内の排水設備

　配管、バルブ、ポンプ

衛生器具設備 化粧鏡・姿見、ハンドドライヤー、ベビーシート 便器、ユニットバス、システムキッチン、洗面化粧台

ガス設備 屋外の供給本管（ガスメーターから外側の配管） 配管、バルブ、ガスカラン

空調設備
ルームエアコン（ウインド型、壁掛型）

特定の生産又は業務用の空調設備

中央式空調設備

　冷凍機、冷却塔、ボイラー、オイルタンク

個別空調設備

　マルチユニット機器、パッケージ機器、全熱交換器

火災報知設備 屋外の装置（配線を含む） 火災報知設備

消火設備 消火器、ホース、ノズル、屋外の消火栓設備
消火栓設備（消火ポンプ、配管、バルブ）

ドレンチャー設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備

昇降設備 リフト（工場用）

エレベーター

エスカレーター

小荷物専用昇降機

垂直搬送設備 設備一式

製品搬送設備
工場用ベルトコンベア設備

ループシステム設備
事務用ベルトコンベア装置

既製間仕切

パーティション

簡易な可動間仕切（取付支柱等が天井までないもの）

衝立

可動間仕切（取付支柱等が天井まであるもの）

スライディングウォール

厨房設備
事業用の厨房設備（飲食店、社員食堂等）

機器一式（製氷機、食器洗浄機、調理器具）
システムキッチン

駐車場設備

駐車料金自動収納装置一式

カーゲート

車止め

カーブミラー

自走式駐車場（鉄筋コンクリート造等の建造物）

電気設備

衛生設備

防災設備

運搬設備

その他の設備
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４． 固定資産税の分離課税の適用を受ける家屋に入居されたテナントの方  
賃貸ビルなどを借り受けて事業される方（テナント）が、自分の費用で内装等（床、壁、天井の仕

上げ、外装、造作等）をそのビル等に施した場合、その内装等は家屋本体の評価から分離してテナン

ト所有の償却資産として扱い（固定資産税の分離課税の適用）、テナントの方に課税させていただきま

すので、償却資産として申告してください。 

この場合、次のことにご注意ください。 

 

(１)  テナントの方は内装等の資産を他の一般の資産と併せて申告してください。 

(２)  内装等の耐用年数については、法人税又は所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数で申告し

てください。 

 

５. 賃貸用アパート、賃貸用家屋を所有している方  

 賃貸用のアパート・貸店舗・駐車場等を所有されている方は、土地・家屋の固定資産税とは別に償

却資産に固定資産税がかかります（毎年１月３１日までに償却資産の申告を行う義務があります）。 

不動産賃貸業における主な償却資産は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※屋根材一体型ソーラーパネルは償却資産の対象外（家屋評価に含む）。 
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６. 評価額の計算  

申告していただいた資産について、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基礎にして評価額を

計算します。ただし、評価額の最低限度は取得価額の５％で、それ以下には減価しません。 

(１) 耐用年数は資産ごとに決まっています。その耐用年数に応じて、減価残存率が適用されます。 

（１０ページ、１１ページ参照） 

(２) 前年中（令和７年中）に取得した資産の評価額 

評価額 ＝ 取得価額   × 「前年中取得」の減価残存率 

(３) 前年前（令和６年以前）に取得した資産の評価額 

評価額 ＝ 前年度評価額 × 「前年前取得」の減価残存率 

 

【例】取得価額 ３０万円のネオンサイン（耐用年数３年）を購入した場合 

減価残存率は１年目のみ 0.732を、２年目以降は 0.464を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 取得価額の５％ ＝ １５，０００円を最低限度とします。 

（注） このように評価額は、耐用年数（この例では３年）を過ぎても取得価額の５％に相当する 

額に到達するまでの間は、減価していきます。 

 

なお、平成１９年以前に取得された資産のうち、平成２０年度税制改正で耐用年数の改正が適用され

た資産については、平成２０年度までは改正前の耐用年数で減価し、平成２１年度より新耐用年数で

減価を継続していきます。平成２５年度改正の廃棄物処理用の自走式作業用機械設備についても同様

です。 

 

７. 課税標準額  

賦課期日（１月１日）現在における各資産の評価額が課税標準額です。ただし、特例が適用される

資産がある場合は、評価額から軽減額を差し引いたものが課税標準額となります。 

 

８. 非課税の適用を受ける資産  

地方税法第 ３４８条の規定に該当する資産については、固定資産税が課税されません。これらの資

産を取得した場合は、種類別明細書の右端の摘要欄にその適用条項を記載し、「固定資産税・都市計画

税非課税申告書」（小牧市作成）に非課税の事業を証明する書類を添付して申告してください。 

取得価格 300,000円

１年目評価額 219,600円 （300,000円 × 0.732=219,600円）

２年目評価額 101,894円 （219,600円 × 0.464=101,894円）

３年目評価額 47,278円 （101,894円 × 0.464= 47,278円）

４年目評価額 21,936円 （ 47,278円 × 0.464= 21,936円）

５年目評価額 15,000円 （ 21,936円 × 0.464= 10,178円）
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９. 課税標準の特例  

地方税法第 ３４９条の３及び法附則第１５条等の規定に該当する資産については、税負担の軽減を

はかるため一定の要件のもとに課税標準の特例が適用されます。これらの資産を所有されている場合

は、種類別明細書の右端の摘要欄にその適用条項を記載し、「固定資産税課税標準特例適用申告書」（小

牧市用）を提出してください。なお、新規取得時には特例適用の事実を証明する書類も添付してくだ

さい。 

▶ 特例対象資産の詳細及び、固定資産税課税標準特例適用申告書ダウンロードはこちら 

（小牧市ＨＰ、ページＩＤ：５２４０） 

 https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shisanzei/3/5240.html 

▶ 先端設備特例用の固定資産税特例適用申告書のダウンロードはこちら 

（小牧市ＨＰ、ページＩＤ：４１５３３） 

 https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shisanzei/41533.html 

 

中小企業者が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定

の設備に対する特例について、令和７年４月１日以降に取得した資産について適用される特例期間、

特例率は下記のとおりです（令和７年３月３１日以前に取得した場合と異なります）。 

 

(１)  対象設備について（令和７年４月１日以降に取得した設備） 

 雇用者給与支給額を１.５％以上とする賃上げ方針を従業員に表明（賃上げ表明）したことを位置づ

けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投

資利益率５％以上の投資計画に記載された設備、かつ、下記の最低取得価格以上のもの 

 ① 機械装置       １６０万円以上 

 ② 測定工具及び検査工具  ３０万円以上 

 ③ 器具備品        ３０万円以上 

 ④ 建物附属設備      ６０万円以上（※家屋と一体で課税されるものは対象外） 

 

(２) 取得時期及び賃上げ方針による特例率及び特例期間について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条 項 資産 取得時期他

令和5年4月1日から

令和7年3月31日まで
なし 1/2 3年間

合和6年4月1日から

合和7年3月31日まで
あり 1/3 4年間

1.5％以上の

賃上げ
1/2 3年間

3.0％以上の

賃上げ
1/4 5年間

固定資産税課税標準額特例適用申告書の

提出時に必要な添付書類

特例対象資産
賃上げ

方針表明

旧地方税法附則

第15条

地方税法附則

第15条

根拠規定

特例率
特例

適用期間

①先端設備等導入計画（写）

②先端設備等導入計画に係る認定書（写）

③認定経営革新等支援機関による事前確認書（写）

④認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に

　 関する確認書（写）

⑤従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面（写）

【 リースの場合、⑥・⑦も併せて必要 】

⑥リース契約書（写）

⑦固定資産税軽減計算書

※令和7年3月31日以前の取得で、賃上げ方針を

   伴わない計画を申請した場合、⑤は不要

令和7年4月1日から

令和9年3月31日まで

第44項

(R7.3.31まで)

第43項

(R7.4.1から)

中小企業者が、中小企業等

経営強化法に規定する

認定先端設備等導入計画

に従って取得した先端設備

https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shisanzei/3/5240.html
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/shisanzei/41533.html
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１０. 税額の算出  

課税標準額に基づき、税額を算出します。 

 

 

 

 

 

※課税標準額の合計が１５０万円に満たない場合は、償却資産に対する固定資産税は課税されません。

ただし、申告は必要です。 

※土地・家屋を所有している方は、合計した税額となります。 

 

１１. 納期  

納期は、１期（４月）、２期（７月）、３期（１２月）、４期（翌年２月）の４回です。 

 

１２. 課税台帳の閲覧  

申告及び調査に基づいて決定した新年度の価格等は、４月１日（市長が公示した日）から、資産税

課で固定資産課税台帳の閲覧を行います。 

 

１３. 償却資産の調査  

申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第４０８条に基づき、実地調査をさせてい

ただくことがあります。調査へのご協力をお願いします。また、調査に伴って現年度だけでなく過年

度についても遡って課税しますので、ご承知おきください。 

 

１４. 申告されない場合または、虚偽の申告をされた場合  

償却資産の所有者は、賦課期日の毎年１月１日現在における償却資産について１月３１日までに当

該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない（地方税法第３８３条）とされ、もし、偽

りその他不正の行為によって固定資産税を免れた者や、正当な事由がなくて申告を行わなかった場合

には、懲役及び過料が科されることがあります。 

また、地方税法第４０８条に基づく実地調査を行った結果、申告もれが発覚した場合は、追徴課税

に加えて延滞金が徴収されることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税標準額 

所有資産すべてについて合算 

1,000円未満切り捨て 

税率 

100分の 1.4 

税額 

100円未満切り捨て × ＝ 
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2 
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償却資産申告のチェックリスト 

 

 

 

【償却資産申告書】 

以下の項目について、記入漏れはありませんか？ 

□ 住所（又は納税通知書送付先）、氏名 

口 事業開始年月 

□ 申告に応答する者の係及び氏名、連絡先 

口 税理士等の氏名、連絡先（税理士等に経理を委託されている場合） 

□ 小牧市内における事業所等資産の所在地 

口 借用資産の有無（「有」の場合は貸主の名称等を記入） 

口 事業所用家屋の所有区分 

口 備考（必要な場合のみ） 

□ 前年中の資産の増減 

口 取得価額 

 

【種類別明細書】 

以下の項目について、記入漏れはありませんか？ 

口 資産種類、資産名称等、数量、取得年月、取得価額、耐用年数 

□ 取得資産の増加事由欄（該当する数字に〇） 

口 摘要（「○年○月相続」「○年○月△△市より転入」など） 

 

【添付書類】 

以下の資産をお持ちの場合は、同時に必要書類の提出をお願いします。 

□ 非課税の資産がある場合・・・・・・・・・・・非課税申告書等 

口 課税標準の特例を受ける資産がある場合・・・・特例適用申告書等 

 

【その他】 

口郵送での申告で申告書控えの返送を希望される場合は、控えの申告書及び 

返信用封筒（切手貼付・宛名記入）を同封されていますか？ 

 

 

 

 

 

 

４８５－８６５０ 

小牧市役所 総務部 

資産税課 償却資産係 行 

 償却資産申告書在中  

申告書の提出前に以下について確認の上、 

早めの提出にご協力をお願いします。 

 


